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論 説

且9世紀乗アジアにおけるヨーロッパ国際法の受容 (-)
- 日本の学者達の研究を中心に-

∴二 ･十 :㍗

ま え が き

｢19世紀東アジアにおける国際法の受容｣に関する研究は､日本ではすでに1920年

代から､中国では1930年代から､そして韓国では1970年代から始まり､主に以下の

ような主題が扱われてきた｡即ち､マーチン (丁選良)による 『南国公法』の翻訳､

『寓国公法』の翻訳以前に国際法が受容された可能性､マーチンによる『南国公法』

以外の翻訳､マーチン以外の外国人による瀞訳､日本 中韓国によるそれらの著作の

移入､三ヶ国における自国民による翻訳と著述､これらの翻訳に関わる諸問題､日

本の学者による著作の中国 ◎韓国への移入､官僚 中外交官 申学者など知識人達が国

際法に対して抱いていた認識､三ヶ国が関係した国際法が適用された国際紛争 ｡事

件､外務省などの政府機関の改革､大学などの教育機関で行われた国際法の教育､

などが代表的なものであろう｡ 三ヶ国の学者達は､現在も､新しい資料の発掘とそ

の分析を通して､これらの問題についての研究を続けている｡

本稿の目的は､上述のような諸問題に関して､日中韓三ヶ国の学者がどのような

研究を行ってきたのか､そしてその研究を通じてどのような問題が授起され､いか

に議論されてきたのかを考察することである｡ただし､これらの問題に対する三ヶ

国の学者の研究業績の全てを細部にわたって検討することは､紙幅の制約上不可能

でもあるし､私の能力をはるかに超えるものでもある｡ 従って､本稿では､長期に

わたって三ヶ国の学者がそれぞれの国内で行ってきた研究について､それぞれの国

内の研究を貫 くような議論が各々の国家に存在していたのか､そしてもし存在して

いたとするならばそれはどのようなものであったのかを分析する｡そのことによっ
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て､｢19世紀東アジアにおける国際法の受容｣というテーマに対して､日中韓三ヶ国

の学者が幅広く共有していた ｢問題意識｣の内容を検討する｡ このテーマに関する

三ヶ国の学者の著作は､本稿の研究目的に照らして整理され､紹介されることにな

る｡

本文に入る前に､結論をあらかじめ述べれば､三ヶ国には､学者達のさまざまな

研究を貫くような議論が存在していた｡但し､その議論の内容はそれぞれの国家ご

とに異なるものであった｡

まず､日本の場合は､｢国際法が自然法として日本へ受容されたか｣という問題を

めぐる議論が長くなされてきた｡初期には､｢自然法｣として受容されたという説が

｢通説｣であったが､その後､｢自然法｣としてではなく｢実定法｣として受容され

たとの反論が強く唱えられ､現在では､｢自然法と実定法双方として｣受容されたと

いう折衷的な見解 (ここではさらに､｢自然法｣と｢実定法｣のどちらが優位であっ

たかという問題があるが)が支持されているように思われる｡少なくとも､現在の

日本において､初期の ｢通説｣であった ｢自然法として受容された｣という説を支

持する学者は少数であろう｡

また､中国の場合は､｢中国にヨーロッパ国際法を最初に紹介したのは誰か｣とい

う問題と､｢丁選良はなぜ 『寓国公法』を翻訳したのか｣という問題が早 くから授起

され､長く論争の対象になってきた｡前者の問題は､1980年代後半から ｢最初の紹

介者は林則徐､体系的な紹介者は丁選良｣という結論が支持されることになって一

段落し､その後論争の焦点は後者に移っていく｡後者の問題に対する初期の｢通説｣

は､不純な動機を持つ欧米帝国主義者としての､そして対外戦略の走狗 としての

"BadMartin"を強調していたが､最近では､マーチンに対して "Goodlmage"

が持たれ始めたのみならず､清政府の対外戦略の一環として 『寓国公法』が翻訳 ◎

出版された可能性まで提起されている｡

韓国の場合は､｢(国際法の受容に)なぜ日本は成功し､朝鮮は失敗したのか｣と

いう問題と､｢国際法が最初に伝来したのはいつなのか｣という問題が中心に議論さ

れてきた｡初期の ｢通説｣では､前者については ｢朝鮮が示した消極的な態度｣が

その原因として支持され､後者については江華島条約-年後の ｢1877年｣が支持さ

れていた｡それ以後の研究では､江華島条約を基準とし､｢それ以前｣､｢江華島条約｣､
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｢それ以後｣に時代が区切られ､特に江華島条約以前に国際法が伝来した可能性が

示唆されるとともに､｢江華島条約Je｢それ以後｣に関しては､当時の朝鮮は｢積極

的な態度｣を示していたという (従来の通説とは異なる)分析が増え続けている｡

ところで､本稿の考察の対象は､｢19世紀日本における国際法の受容｣に対する日

本の学者の研究､｢19世紀清国における国際法の受容｣に対する中国の学者の研究､

そして ｢19世紀朝鮮における国際法の受容｣に対する韓国の学者の研究である｡こ
=1

のテーマの射程は極めて広範であるため､三ヶ国の学者の研究業績の中でも､タイ

トルに ｢国際法の受容｣という表現が直接登場するか､あるいはこの表現がタイ ト

ルに登場しなくても､本文でこの間題が直接取 り上げられている著作のみを対象と
(2)

した｡従って､19世紀の東アジアの全ての国家を対象としている著作､19世紀から
(3)

現代までの全ての時代を対象としている著作､また､三ヶ国以外の国の学者により
(4)

行われた研究､三ヶ国のいずれかの国の学者の著作ではあっても三ヶ国以外の ｢受
(5)

容｣問題を対象としている著作､さらに､三ヶ国の学者による自国の ｢受容｣問題
(6)

を扱っていたとしても他国で研究活動を行っている学者の著作 (中国の場合のHstま

と丘宏速は例外とする)は､必要の限度内で言及することとする｡

また､本稿は､各国の学者による研究の発展過程を､研究業績の量､研究者の専

攻､｢通説｣の形成と修正､などを考慮に入れ､便宜上､三段階にわけて考察した｡

しかし､各国の事情が随分異なるため､それぞれの国家の研究の発展段階を､三ヶ

国全てに共通する基準で三段階に分けるのは困難であった｡従って､国毎に異なる

基準で三段階に分けた｡また､このテーマを研究対象とする学者の専攻は､国際法､

法制史､国際政治 ◎国際関係､外交史､歴史､人文 ◎語学など､極めて多様である

が､本稿ではその中の一つの視点から分析を行うことは避けることにした｡また､

引用している文献数が多いため､細部に渡って脚注をつけることは省略せざるをえ

なかった｡これに関しては原著を参照されたい｡そして､人名および著書の表記の

仕方は､学者によって相当に異なる｡ 従って､本稿では､可能な限り､各学者各々

の表記方法を尊重した｡ただし､｢万国公法｣に関しては､著作を指す場合は『万国

公法』または 『南国公法』とした｡

最後に､本稿では､日本､中国､韓国の順に考察を行う｡ なぜならば､ヨーロッ

パの国際法は､19世紀にまず中国に伝わり､その後日本と韓国によって受容された
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のではあるが､国際法の受容 に関する学者の ｢研究｣は日本で先行して行われ､そ

の後中国と韓国で行われたためである｡特に､初期の日本の学者の研究がその後の

中国と韓国の学者に影響を及ぼすこととなったという経緯を考慮すると､日本､中

国､韓国の順に考察するのが適当であると考えられる｡以下では､日本､中国､韓

国の順に､｢19世紀東アジアにおける国際法の受容｣に関する各国の学者の研究動向
(7)

を分析することにする｡

-､序論

｢19世紀日本における国際法の受容｣に関する日本の学者の研究は～20世紀には既
(8)

に始まっている｡ 国際法の ｢受容｣という観点から専門的にこの間 題 を 研 究 対 象 と

したのは､やはり且920年代半ばの吉野作造と尾佐竹猛であろう｡本稿では､｢19世紀

日本における国際法の受容｣に関して､日本の学者が1920年 代 半ばから現代までに

行 った研究の発展過程を､以下のように三つの時期に区分 し た ｡

まず､第1段階は1920年代半ばから1950年代初めであり､この時期には吉野作造と

尾佐竹猛によって本テーマに関する研究が始まり､大平善槽､信夫淳平などの国際

法学者により研究の基本的な枠組､内容､そして ｢通説｣が形成される｡

第2段階は1950年代初めから1980年代初めであり､この時期には､栗山茂､筒井若

水 ◎広部知也､住吉良人､Ots波a昔抽 ohiko､伊藤不二男､日岡良一､一文正雄､

粕谷進､松井芳郎､香西茂などの国際法学者らによって､研究を集大成する試みお

よび ｢通説｣を修正する試みがなされ､従来の研究が一層の深まりを見せる｡

第3段階は1980年代初めから現在までであり､この時期には､大沼保昭､田 中忠､

安岡昭男､井上勝生､加藤周-､丸山寅男､丸山真行､小和田恒､明石欽司､その

他様々な専攻の研究者による研究がなされた｡従来の ｢通説｣に対する批 判 的総合

の試みなどを通じ､研究の多様性が増し､またその質が高まる時期である｡

二､第1段階 :1920年代半ば-1950年代初め

｢19世紀 日本における国際法の受容｣に関する日本の最初の研究としてしばしば取
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(9)
り上げられる論文は､国際法学者の大平善梧が1936年発表した ｢国際法学の継受｣

であろう｡当論文の冒頭では､｢従来の研究に対して､新しき何物をも附加し得なかっ

た様 に 感 ずる｣と告白されている｡大平の論文を検討すると､この ｢従来の研究｣

として代表的なものは､吉野作造と尾佐竹猛の研究だと考えられる｡

まず､政治学者 の 吉 野 作 造 は ､1925年の 『国家学会雑誌』に ｢明 治 初 期 政治学関
(10)

係文献概冒｣を 掲 載 し ､ そ の 翌年の1926年の同じ雑誌に ｢明治初期 政 治学関係文献
､1い
解題一｣を発表している｡吉 野は､後者の ｢文献解題｣中で幾つかの重要な文献を

紹介しているが､その中の一つが 『常国公法六冊丁選良謬』である｡ これはせいぜ

い2-3頁の文章であるが､それ以後多数の学者に多大な影響を及ぼすこととなる｡こ

の ｢文献解題｣において吉野が主張したかったのは､日本における民権自由や公議

などの政治意識の啓発または政治思想の啓発に､『寓国公法掴ミ相当重要な役割を果

たしたという点である｡従って､｢国際公法｣の著作である 『寓国公法』が､｢政治

関係｣の著作である ｢文献解体｣で扱われているのである｡

吉野によると､倒幕後の明治政府は､条約の締結を始めとした外国との交流を､

即刻なすべき状況にあった｡しかし､そもそも幕府打倒のスローガンの一つが鎖国

擾夷であったため､明治政府が西洋と交流を始めたことに対して多くの人々が悲憤

憤慨することになり､明治政府はジレンマに陥る結果となる｡このジレンマから脱

出する方策､即ち､西欧との交流を進めつつ民権の不平も抑える方案として明治政

府が発見した一条の活路は､｢外夷は禽獣にひとしいものと従来考えていたが､能 く

調べて見ると必ずしもさうでない｡彼等は宇内の公法を以て我々に接するといふて

居る｡然らば敢て之を排斥すべきものではないのみならず､我々も亦正義公道を以

て接するのが礼ではないか｣という理屈であったのである｡

この ｢宇内の公法｣が､一種の ｢形而上学的規範｣または ｢天道｣のようなもの

として理解されると同時に､公法の書､即ち 『寓国公法』は一種の経典の類と見徹

され､｢公法や天道や儒教からも教へられた｡併し新時代に応ずるには之では足りぬ｡

西洋で謂ふ公法を知らなくてはならぬということになり､斯 くしてわが｢寓国公法｣

は当時宛かも宗教の経典の如き権威を以て多くの人々に読まれたのであった｡｣ので

ある｡また､ちょうど当時オランダから帰朝した西周助 申津田裏道が持ち帰った､

和蘭ブイツセリング(Vissering)の視点がこの傾向を助長し､｢足れが実にやがて民
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棒自由の思想が燦原の勢を以て天下を風磨するに至った原因である｡｣というのが吉
(12)

野作造の説明である｡
(13)

吉野の主張は､1927年の ｢我国近代史における政治意識の発生｣でより精巧に発

展することとなる｡政治学者の吉野作造がこのような解釈をしたために､｢当時の日

本人は､マーチン即ち丁遵良の『寓国公法』を､｢宇内の公法十｢形而上学的規範_い

｢天道｣などのような概念と混同した｡自然法主義者のフイツセリング(Vissering)

および彼の日本人学生､その中でも特に西の著作である､『寓国公法射まこの混同を

助長｣し､｢国際法は自然法として日本へ受容された｣という仮説ができたのである｡

この ｢仮説｣は､以後の国際法学者達の中で ｢通説｣に発展し､定着していくこと

になる｡
＼lll＼

一方､法学者 (判事)の尾佐竹猛は､1914年には既に ｢幕末における国際法｣を

発表している｡ この論文は ｢主権の所在｣､｢外交機関の待遇｣､｢局外中立｣､｢榎本

軍の行動｣などの幕末の国際法問題を扱っている｡尾佐は､その後も 『維新前後に
(15) (16)

於ける立憲思想』(1925)㌔『国際法より観たる幕末外交物語』(1926)～『近世日本の
(17)

国際観念の発達』(1932)などの著作を出版する｡ 特に､『国際法より観たる幕末外

交物語』は1914年の論文を発展させたものであり､｢国際法の研究｣､｢主権者｣､｢外

交宮上 ｢条約上 ｢局外中立｣､｢居中調停｣､｢戦争｣の7章に分かれており､膨大な一
､1ト1

次資料に基づいて非常に詳細な分析がなされている｡

｢19世紀日本における国際法の受容｣に関する日 本 の 研 究において､尾佐竹猛 とい
う人物の役割は非常に大きい｡尾佐は膨大な一次資料の発掘､分析､整理を行い､

日本における国際法の受容過程を綿密に追跡している｡また､著作で分額された｢受

容｣の ｢分野｣も､｢19世紀日本における国際法の受容｣を理解するには極めて有周

である｡ 尾佐の著作はこのような特徴を持つゆえ､以後多くの日本および外国の学

者 に 頻 繁に引用される｡

以上のように､日本では既に1920年代から､吉野作造と尾佐竹猛により ｢19世紀

日本における国際法の受容｣についての研究が始まっている｡ 政治学者の吉野作造

は､『寓国公法』の移入の際の認識に関する仮説を作り出し､法律家 (判事)の尾佐

竹猛が膨大な事実関係の資料を提供することにより､｢19世紀日本における国際 法 の

受容｣に対する本格的な研究が始まったのである｡特に､1926年という年は ､ 吉野
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作造の ｢明治初期政治学関係文献解題-｣と尾佐竹猛の 『国際法より観たる幕末外

交物語』が発表された年であり､｢19世紀日本における国際法の受容｣問題にとって
(19)

は記念すべき出発点だと思われる｡

その10年後､国際法学者の大平善槽は､吉野作造と尾佐竹猛の研究を国際法の観

点から総合することを試みた｡大平は､｢国際法学の継受｣(1936)と ｢国際法学の
(20)

移入と性法論｣(1938)などの論文を発表する｡1936年の論文は､ハリスによる国際

法の紹介､オランダ留学生の貢献､日本の初期の国際法学者､明治政府の樹立過程

などをまとめたもので､尾佐竹猛の研究が多数参照された｡大平が､吉野作造と尾

佐竹猛の研究に基づいて､｢19世紀日本における国際法の受容｣に関する一つの｢通

説｣を確立したのは､その2年後に発表された ｢国際法学の移入と性法論｣において

である｡ この論文を要約すると以下のようになる｡

第-に､まず､当時の日本の思想界は､国際法を継受するには極めて都合の良い

素地であったとされる｡大平は､｢徳川時代の思想界を支配したのは､漢学即ち儒教

の道徳主義であった｡朱子学派 ◎陽明学派 ⑳古学派などの諸学派であったが､就中

官学として選ばれた朱子学派は､徳川三百年の間ともかく正統的儒学として思想の

根底を培ったものである｡｣としながら､｢この朱子学派の性理論は､国際法を継受

するには極めて都合良い素地となった｡国際法は､本来各国家間の関係を規律する

現実法であって､自然法ではないが､当時それが根拠として自然法を結びつけ､公

法論となって､国際法と自然法と区別なくして､-共に我が国に紹介されたのであ
(21)

る｡｣とする｡

第二に､大平は当時のヨーロッパ の法学界に関して､｢匡日野法は､ウェストフアリ

ア会議 (1648年)以降､条約及 び慣行に因る現実的規律の成立を見､従って次第に

実定法学派の勢力が増したが､尚一九世紀前半までは､自然法学派乃至折衷派が､

その指導的地位を維持していた｡｣という｡

第三に､フイツセリングが自然法論者であったことが強調されている｡ 大平は､

｢我が国に輸入された国際法学は､ウイートン◎オ)i,トラン⑳ウールジイり＼-レッ

ク申ブルンチェリー等､折衷的見地に立つが､すべて自然法を肯定するものであり､

殊にフイツセリングの立場は､純粋に自然的なもの｣であり､｢ケント宙へフトル｡

マルテンスは国家間の合意を重視する実定法派に属していたけれども､その主張は

(74…1-228)228
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極端でなく､性法論を否定する影響は与えなかったよう｣であるという｡また､｢西砂

韓日の両人が師事した和蘭のエス⑳ブイツセリングは､自然法論者｣であり､｢ヒイツ

セリングの根本思想は､その法学通論とも言うべき､『性法略』に現れている｡｣と

している｡

第四に､自然法論者のブイツセリングから授業を受けた西が書いた 『寓国公法』

も当然自然法 (性法)に基づいているという｡即ち､｢西の訳述の畢酒林氏 『寓国公

法』は､慶応四年出版されたが､その根拠 を 性法論に採ったものである｡ これは､

西が留学出発前より哲理に興味を持ち､後年哲学並びに心理学の開拓 に 功 があった

事と思い合わせて興味深 く感ずる｡畢氏の 『寓国公法』は､性法の外に条約及び慣

行を認め､平時戦時に亘り国際法の兼は いゝ規則を教えている｡便法に合すると合せ

ざるとを論せず､条約の効果を認めんとする如き記述がある所から､『性法略』より

は折衷的見地に堕したように思われる｡ 併し性理の公法は其の基本として泰西公法

は源を斯こに取らざるを得ざるなりと言って､以前交際 〔ママ〕性法を中心に置 く

である｡｣という｡

第五に､マーチンの 『寓国公法』に関して､大平は､｢我が国に自然法と国際法と

を-共にして､公法論と称して輸入したのは丁題良の 『寓国公法』である｡丁遵良

は､マルチンの支那名にて､多年支那に滞在し､東洋の事情並びにその思想も理解

していたので､特に公法思想を力説した棟に思われ る ｡ 或いは彼自ら自然法論者で

あったろう｡ 彼の翻訳と原本とを対照して見ると､原著以上に公法論が力強く表面

に出ている｡｣とする｡また､｢条理と合意との二元論に立つ所のホイートンの折衷

的立場も､丁港良の訳文には､性法論が最先頭に出でて､殆ど性法の一元論の如 く

に解され｣､合意 (generalconsent)は公議と訳されたり､慣習 (usuage)は常例

と訳されたりするという｡

このような内容に従って､大平は以下のような結論を出したのである｡即ち､｢我

が国に輸入された国際公法が､自然法に基礎を求める学説であったが､然かも始め

は､寓国公法の名に於て､これが自然法乃至宇内の公法の条理と同一視せられたの

である｡この誤解を生ぜしめた事には､前述の如く恵頓 『常置公法』の記載が原因

するところが多い｡併しこの誤解から､他方国内政治論としては自由民権論及び公

議論を生ずる根拠が出来たと共に､叉一方国際間題の方面にては､開国論の理由に

227(74-1-227)
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なった｡｣10年前の吉野作造の主張が国際法の観点から洗練され､｢国際法は自然法

として日本へ移入または受容された｣という､日本における国際法学の ｢通説｣が

完成されたのである｡
(22) (23)

大平は､その後も ｢三つの開国｣(1952)､｢日本の国際法の受容｣(1953)などを

発表するが､この立場はそのまま維持されている｡特に､1953年の論文は､1936年

と1938年の論文の総合である｡この論文で､｢マーチンが､国際法を､寓国公法さら

に単に公法と称し､西洋の自然法と東洋の天道思想ないし性理思想を結びつけて､

西洋の思想と制度を東洋に自然に移入しようと努力した賢明さは､高く評価されね

ばならない｡｣とされている｡

大平善槽のこのような試みに信夫淳平も加わる｡信夫淳平は､｢我国に於ける戦時
(24)

国際法の発達｣(1943)という論文で､日本の国際法の発展に影響を及ぼした七つの

｢動素｣を挙げて､それらに関して一つずつ分析を行っている｡ この論文は後に加
(25)

筆され "Vicissitudesof三nternationalLawintheModernHistoryofJapan"

(1951)という英語のタイトルで発表される｡これらの論文でも ｢国際法は自然法

として日本へ移入または受容された｣という ｢通説｣はほぼそのまま受け入れられ
(26)
ている｡

以上のように､1920年代から1940年代にかけて吉野作造､尾佐竹猛､大平善槽､

そして信夫淳平などの研究により､｢受容｣の分野､内容､｢通説｣などの諸側面に

おいて､｢19世紀日本における国際法の受容｣に対する日本の学者の基本的 な 研 究 枠

組が形成されたと言えるだろう｡

三､第2段階 :且950年代初 め 一旦980年代初め

1950年代以降､｢19世紀日本における国際法の受容｣についての議論には､多数の

学者が新しく参加してくるが､ほぼ全ての参加者が国際法学者である｡例えば､筒

井若水 ◎広部和也､住吉良人､伊藤不二男､田岡良一､-又正雄､粕谷進､松井芳

郎､香西茂などである｡また､栗山茂､OtsukaHirohikoも英語で論文を発表して

いる｡ しかし､この中でも､最も活発な研究を行ったのは住吉良人､伊藤不二男､

田 岡 良 一､-又正雄の四人であろう｡ 住吉良人は幕末と明治初期､一文正雄は 『泰

(7∠卜1-226)226
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西公法』以後の時期 (即ち､明治以後)､そして伊藤不二男は幕末から現代までを対

象にし､このテーマに関する議論の集大成を試みるOまた､田岡良一は､西周助の

『寓国公法』を徹底的に分析することにより､それまでの ｢通説｣に真正面から反

駁する｡

以上のように､この時期の研究は､主に国際法学者が中心となって行っているた

めに､国際法学の内容が多く取り上げられている｡ また､このテーマに関する議論

の集大成を試みる学者もおり､相当の量の研究が蓄積された｡それだけでなく､定

着した ｢通説｣が､一方では多くの学者達に支持されながらも､他方では激しい反

論と挑戦に直面することになる｡以下では､栗山茂､OtsukaHirohiko､筒井若水◎

広部知也､粕谷進､松井芳郎､香西茂の研究を簡潔に紹介し､主に住吉良人､伊藤

不二男､田岡良一､-又正雄の四人に重点をおきながら彼らの著作を紹介すること

とする｡

まず､二つの英語論文から始めたい｡1957年､The励 aneseAnnualofInterna-

tionalLau)の創刊号の第一番目の論文は､初代会長である栗山茂の､"Historical
(27)

AspectsoftheProgressof言nternationaiLawinJapan"であった.この論文は､

20世紀前半までの日本の国際法受容過程を簡略に紹介するものであり､注もついて

いない5貢のものである｡この論文では､幕府の官僚達はハリスが繰り返し口にした

万国公法を､当時日本で流行っていた儒教 (politicaltheoriesofnaturallaw in

Confucianism)を通じて理解しようとしていたとされる｡ また､明治政 府 が ｢国際

法を自然法として受容｣したことを説明するために､明治政府によって新暦の採択

およびMariaRuz号事件を例として挙げられている｡

もう一つの英語論文は､OtsukaHirohikoが1969年に発表した "Japan'sEarly
(28)

Encounterw･iththeConceptoftheL̀awofNations'"である｡この論文は､条約

締結にあたっての日本の主権の所在問題､日本が締結した条約の内容､治外法権､

中立､そして明治政府が負う幕府債務の承継問題などを分析しており､後の多 くの

学者 (特に外国の学者)に引用されている｡この論文にも､当時の官僚達が 『寓国

公法』を一種の形而上学の概念のように理解したとか､この著作が経典のように読

まれたとかといった内容の記述がある｡

この一年前の1968年､『ジュリスト学説100年史』の ｢国際法｣部分を､筒井若水
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(29)
と広部和也が担当している｡この論文は､｢明治時代｣､｢大正時代｣､｢昭和時代｣(寡

二次世界大戦前)､｢昭和時代｣(第二次世界大戦後)に分けて日本における国際法の
(30)

主な学説を整理､紹介している｡この論文の ｢明治時代｣に関する部分は､殆ど尾

佐竹猛の著作を引用している｡『寓国公法』についての部分でも尾佐竹猛の著作を引

摺して､｢当時の識者によく読まれたのみならず､維新当初の開国方針を決定する際

の東大な参考書となり､また､この後､多くの外交家にとって知識の宝庫であった

という｣と評価している｡

以下では住吉良人､伊藤不二男､田岡良一､-又正雄の四人の著作を見てみるこ
(31)

ととする｡ まず､住吉良人は ｢西欧国際法学の日本への移入とその展開｣(1969)､

｢HenryWheaton,ElementsofInternationaHJaW,1836.丁澄良(W.A.0.Martin)

万国公法一巻 (同治三年､1864)､瓜生三寅◎交通起源一名万国公法全書一号 (慶応
(32) (33)

四年､1867)｣(1970)､｢明治初期における国際法の導入｣(1973)などの論文を発表

している｡ まず､1969年の論文は､｢万国公法に関する文献の移入｣と｢初期国際法

学の認識と展開｣の二つに分け､前者ではマーチンの 『寓国公法』とそれに関連す

る和訳◎翻訳本､そして日本における原典顧訳書を詳細に調査◎整理し､後者では､

日本の知識人が初期の国際法をどのように認識していたかを分析している｡

この論文は､｢国際法は自然法として日本へ受容された｣という従来の ｢通説｣を

以下のように支持している｡即ち､｢一口に云ってこの時代の特徴は､国内法整備の

ための参考資料として翻訳書が流布し､判例研究 (主として海事法)による実定国

際法の把握が意図された｡しかし､一方では万国公法という言葉が示すように､国

際法は形而上学的規範と考えられ､翻訳学の枠を超える認識はなされていない｡｣と

しながら､｢我が国に移入された初期国際法は､以上のべてきたように自然法を中心

とする学説であった｡それは､徐々に国際法というカテゴリーから離れて自然法､

宇内の公法という広い意味に理解された｡｣という結論に達している｡ 当時幕府と明

治初期における国際法の受容問題に関して最も深く研究をしていた住吉良人も､従

来の ｢通説｣を強く支持する立場を取っていたのである｡

しかし､このような従来の ｢通説｣は､伊藤不二男によって挑戦されることとな
(34)

る｡伊藤不二男は､"OneHundredYearsofInternationalLawStudiesinJapan"
(35)

(1969)､｢近代日本法思想史 :国際法｣(1979)などの論文を発表し､幕末から現代
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までの日本における国際法の受容を､明治期､日清戦争と日露戦争の時期､20世紀

前半､そして第1次世界大戦以後､に分けてまとめようとしている｡しかし､二つの

論文は､｢国際法は自然法として日本へ受容された｣という｢通説｣に対して､前者

の論文では部分的に､そして後者の論文では全面的に､反論を提起する｡まず1969

年の論文を紹介し､1979年の論文は後述する｡

1969年の論文は､まず 『寓国公法』の著者であるWheatonが､自然法思想を認め

てはいるが､実定国際法の基礎(または根源､basis)としての自然法を強調しなかっ

たとする｡伊藤は､ヨーロッパ､特にドイツの国際法学界を紹介しながら､Wheaton

も19世紀の実定国際法学者の一人として見倣されうるし､従って､主にWheatonの

『常国公法』を通じて国際法を研究した初期の日本人は､国際法の実定主義思想に

影響をうけたのに違いないと主張する｡これは､従来の ｢通説｣とは正反対の主張

であろう｡しかし､興味深いことに､フイツセリングに関しては､従来の ｢通説｣

をそのまま受け入れている｡即ち､伊藤によれば､フイツセリングは全ての法の法

源は自然法にあると信じている人物であり､国際法の諸原則が自然法の根本的な原

則から派生していることを体系的に説明しているので､このフイツセリングの講義
(36)

を翻訳した西の 『常国公法』も自然法の諸原理を紹介しているというのである｡

伊藤不二男のこの論文に関してもう一点指摘したいのは､｢通説｣に対してこのよ

うな部分的反論を提起しながらも､結論としては､｢当時の日本人の関心事項は､そ

の理論云々よりは､実用的な法知識を得ることであった｣と付け加えていることで

ある｡ 当時の日本人が理論よりも｢実周的な法知識｣(practicalknow･iedgeoflaw)

を得るために尽力したという解釈が､後述する大沼保昭､小和田恒､明石欽司に繋

がっていくのであろう｡

一方､従来の ｢通説｣に対して真正面から反論を授起した人物は田岡良一であっ
(37)

た.田岡は､1972年発表した ｢西周助 『万国公法』｣で､西の留学の背景､そして西

が書いた 『寓国公法』の内容を詳細に分析することにより､当時ヨーロッパ国際法

学界を支配したのは自然法ではなく実定法学であり､フイツセリングと西の 『寓国

公法』も実定法学の傾向が強いと主張する｡ このような分析を行った後､吉野作造

という政治学者が十分に研究を尽くさずに論じたことを､国際法学者たちがそのま

ま受け入れている点を厳しく批判している｡
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田岡によれば､従来の日本の学者達は､第1巻のみを読んだ上で西の 『寓国公法』

は自然法的な傾向が強いと判断しているが､それは大きな間違いであるとする｡西

の 『寓国公法』を最初から最後まで読んだときにそれを貫くものがあるとすれば､

それは自然法的なものではなく､実定法的なものであるというのである｡即ち､第

一に､西が使っている ｢泰西公法｣という概念は自然法学派 (西の訳語で ｢性理の

法｣)ではなく､実定法学派の法理であるという点､第二に､西の『寓国公法』が｢平

時泰西公法の条規｣と ｢戦時泰西公法の条規｣に分けられている点､第三に､この

著作全体にわたって先占の規則､無差別戦争の原則､領事裁判権､外交制度などヨー

ロッパ実定法の内容が細かく説明されている点､第四に､19世紀ヨーロッパの法学

界はすでに実定法主義が優位に立っており､フイツセリングもその一人である点､

第五に､国際法の専門家でないフイツセリングが (国際法に関して何も知らない)

西に紹介しようとした内容は自然法ではなくむしろ当時ヨーロッパに流行っていた

実定法の一般 的 な内容であろうという点などを指摘しながら､西の 『常国公法』は､

決して自然法的なものではないということを主張している｡

田岡良一のこの論文は大きな反響を引き起こす｡例えば､この論文の影響で､住

吉良人 (1973年の論文)や伊藤不二男 (1979年の論文)などは自己の立場を修正し

ている｡
(38)

まず､住吉良人は､｢明治初期における国際法の導入｣(1973)の中の ｢丁港長と

性法の導入について｣という部分において､次のように述べている｡｢従来から通説
的な認識とされてきた､国際法はマーチンにより性法 (自然法)として我国に導入

されたと断定するよりも､むしろ我国の法意識と (たとえば朱子学派の理論)類似

性を有する自然法的思想ときわめて容易に結びつけて考えられたところにその原因

が存すると考えられる｡(略)このような国際法-宇内の公法という考えは､勿論､

マーチンの漢訳万国公法の影響であるが､それゆえにマーチンが国際法を性法に変

え､日本には性法としての国際法が導入されたと断定することは正鵠をえていない｡

むしろそれに続く日本における邦訳に起因するところが多いのである｡｣

また､伊藤不二男の｢近代日本法思想史 :国際法｣(1979)では､フイツセリング

と西の『寓国公法銅こ対す る従来の自己の立場を以下のように修正している｡｢フイツ

セリングの 『万国公法』は､自然法を国際法 (万国公法)の本源と説くところから､
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もとより自然法を否定するものではないけれども､その説の全体を総合して考える

と､それはやはり十九世紀のヨーロッパ国際法学を支配した実定法主義 (positiv-

ism)の思想に基づいて国際法 (万国公法)を説いたものと判断することが正しい､

といわなければならない｡｣としている｡伊藤は､｢この西周助とその訳フイツセリ

ングの 『万国公法』については､私は､この間題について永年研究された田岡良一
(39)

先生の教えをうけた｡｣としている｡

以上のように､｢国際法は自然法として日本へ受容された｣という｢通説｣は､1960

年代以降､徐々に反論に直面するようになり､1970年代に入ると､田岡良一､伊藤

不二男､そして住吉良人などにより部分的または全面的な挑戦を受けるところと

なったのである｡

一方､このような激しい論争が進む間に､この論争の対象になっている二つの『寓

国公法』(マーチンのものと西のもの)以降の時期､即ち明治以降の時期の､日本に

おける国際法の受容過程及び発展過程についての研究を集大成しようとする試みが

-又正雄により行われた｡-又は ｢明治及び大正初期における日本国際法学の形成
(40) (41)

と発展 :前史と翠明期｣(1973)と 『日本の国際法学を築いた人々』(1973)を､同

じ年に発表する｡もちろん､前者は後者の一部である｡後者の本は､｢前史｣､｢翠明

期の時代的背景と先覚者｣､｢専攻国際法学者の誕生｣､｢国際法学会の創立と育成｣､

｢日本国際法学の推進者｣､｢外務省を中心として｣に分かれている｡この著作は､

日本の国際法の受容と発達に関係する主要な人物､事件､機関などについて網羅的

に記述しており､このような試みは日本では初めての試みであり､また最後の試み

であるとも言えよう｡ ただし､-又の研究においては､｢泰西国際法｣の移入は扱わ

れていないため､｢国際法の自然法としての受容｣という｢通説｣には触れられてい

ない｡

この著作の内容を簡単に要約すれば､以下の通りである｡まず､第-に､｢前史｣

においては､四人の先覚者が活躍した明治時代 (西周､浮田裏道､箕作麟禅､福地

源一郎)､明治初期の政府要人の国際法観､そしてお雇い外国人の役割 (ジュ申ブス

ケ､ペシャイン◎スミス､ボアソナード､ロエスレル､ピゴット､パテルノストロ)

の順に論じられている｡第二に､｢繋明期の時代的背景と先覚者｣においては､まず､

日本国際法学勃興の導火線となった諸問題 (時代的背景)として函館戦争と局外中
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立､明治新政府の承認､ハワイ行き日本労働者問題 ､普仏戦争 の際 にお ける局外中

立 ､蕃社事件､マリア 砂ルス号事件､朝鮮問題､清仏事件 の際における局外中立問

題､条約改正問題､ラヴェンナ号事件､日清戦争､日露戦争､日韓関係､中国革命

と内乱などを網羅的に､しかし簡潔に記述した後､繁明期の先覚者 (鳩山和夫と穂

穫陳重)､東京大学における国際法教育､そして霞ヶ関の先駆者たち (小村寿太郎､

原敬､安達峰一郎)とデニソンに関して述べている｡第三に､｢専攻国際法学者の誕

生｣においては､千賀鶴多都､有賀長雄､寺尾享､高橋作衛､中村進午についてさ

まざまな情報を提供している｡第四に､｢国際法学会の創立と育成｣においては､ま

ず､山田三良､立作太郎､山川端夫の三人について記述し､国際法学会の創立とそ
(42)
の活動､｢国際法雑誌｣の創刊などについての説明がなされている｡第五に､｢日本

国際法学の推進者｣においては､織田満､信夫淳平､遠藤源六､松田逮-､長岡春

一､菊池駒次､松原一雄､板倉卓造､杉村陽太郎､蛤川新､高柳賢三､泉哲､大沢

章､深井英五､その他､尾佐竹猛､恒藤碁､岡康哉､美濃部達吉などに関して言及

している｡そして最後に､｢外務省を中心として｣においては､外務省と国際法調査

-取詞局から条約局への発展をめぐる話､国際会議 (第-回へ-グ平和会議､日露

講和会議､第二回へ- グ 平 和会 議 ､ 戦 地 軍 隊 に お け る 傷 者 及 病 者 の 状 態 に 関 す る 条

約､ロンドン海鮮法規会議 ､ パリ講和会議､ワシントン会議､国際 連 盟など)に関
(43)

して記述し､最後にペイティとジャン◎レイに言及している｡

最後に､粕谷進､松井芳郎､香西茂の､三人の研究を簡略に紹介したい｡まず､
(44)

粕谷進は1974年に ｢日本の開国と国際法｣を発表する｡この論文は､日米和親条約

(神奈川条約､1852年)と日米修好通商条約 (1858年)の締結背景､締結過程そし

てその内容を､いわ珍る ｢不平等条約｣という観点から扱った論文である｡ 同じ年
(45)

に､松井芳郎により｢近代日本と国際法 (上)(下)｣(1974年)が発表される｡この

論文は､近代国際法が､ヨーロッパとアメリカといった先進 資 本 主 義 諸 国 の ､それ

以外の世界に対する支配の法であったという観点からアプローチしている｡ 1970年

代前後､｢通説｣に対して様々な反論がなされているが､この二つの論文は依然とし
(46)

て従来の ｢通説｣を受け入れているように見える｡
(47)

また､翌1975年､香西茂が ｢幕末開国期における国際法の導入｣を発表するが､

この論文は､神奈川条約､日英協約､日露条約､そして日米修好通商条約の締結を

(74-1-220)220



F16 74HoseiKenkyu(2007)

めぐる､西欧との交渉の過程を詳しく整理､分析している｡論文の構成は､｢ペリー

の来航と神奈川条約 (1853-54年)｣､｢スターリングの渡航と日英協約 (1854年)｣､

｢プチャーチンの来航と日露条約 (1854-55年)｣､｢ハリスの来日と修好通商条約

(1856年-58年)｣となっている｡この論文にみられる当時の日本人の姿は､｢西洋諸

国のもたらした未知の法｣を前に､形而上学的概念､天道､あるいは性法などより

も､現実的で有周な国際法の知識を求める姿であろうO

以上のように､第2段階 (1950年代初め-1980年代初め)においては､国際法学者

が中心となり､多くの新しい研究が蓄積された｡また､従来の｢通説｣に対しても､

様々な反論が提起された｡そして､何よりも､この時代に蓄積された研究および｢通

説｣をめぐる論争を通して､当時の日本人が求めたのは､｢その理論云々よりは､実

用的な法知識を得ることであった｣という認識が徐々に強くなっている｡

開､第3段階 ニ1980年代初め-現在

1980年代に入ると､｢19世紀日本における国際法の受容｣についての議論の流れに

は､また大きな変化が生じる｡即ち､それまでは国際法学者が議論の中心であった

が､それに歴史学者､外交史学者､政治学者､人文科学者など､さまざまな分野の

学者が参加することとなったのである｡ 従って､その内容の多様性がかなり増すこ

とになる｡また､｢通説｣をめぐる議論についても､第3の解釈及び第4の解釈が提起

され､論争はまだまだ続くこととなった｡同時に､当時の日本人の､｢実周的な法知

識｣を積極的に求める態度が ｢再発見｣される｡この時期の代表的な学者として､

大沼保昭､田中忠､安岡昭男､戸田文明､丸山真男､加藤周一､武山真行､小和田

恒､明石欽司などを中心として紹介したい｡

まず､大沼保昭は､1986年に英語で `̀JapaneseInternationalLaw'inthePrewar

Period:PerspectivesontheTeachingandResearchofinternationalLawin
(48)

PrewarJapan"を発表する｡この論文は､第1次世界大戦以前の日本における国際

法の受容を､国際法の教育と研究という観点から分析している興味深い論文であり､

大沼保昭が国際法に対して長年持ち続けている､いわゆる ｢文際的｣(intercivi1-
(49)

izational)アプローチの視点がこの論文の底辺にも流れている｡ 大沼は､第1次世界
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大戦以前までの日本における国際法の教育と研究の特徴として､実用的 (prac症

cat)､政府主導(statism-Oriented)､消極的(passive)､そしてヨーロッパ中心主義

(Eurocentric)の四つを挙げている｡この中で､本稿と関連して興味深い部分は､

｢実用性｣の部分である｡彼は､当時の日本の学者達は､日本政府の外交目標を達

成するために､または政府官僚及び軍将校を教育するために有益な知識及び諮問を

与えるよう日本政府から求められていたために､実用的なアプローチをとるしかな

かったと主張する.彼によれば､箕作麟禅がWoolseyの著作 (Introduction tothe

StudyoflntemationalLaw)を翻訳したとき､原著には記述がある､国際法の定

義､歴史､その法的｡道徳的根拠､そして法源に関する部分などを削除したことが､

その一つの例であるとする｡

一方､田中忠は､1987年､｢我が国における戦争法の受容と実践一幕末､明治期を
(50)

中心に-｣を発表するが､この論文で彼は､従来の ｢通説｣に対して､第3の観点を

提示する｡この論文は､日本の戦争法の実践を日清戦争以前と以後に分けて詳しく

分析している｡前者に関しては､戊辰戦争時の中立の問題と､明治初期の普傍戦争｡

台湾出兵などの問題を､後者に関しては戦争宣言､海戦､傷病者及び捕虜に分けて

分析した後､日本においてどのように国際法が活用されたかを､韓国や中国と比較

しながら分析している｡

この論文では､これらの議論に入る前に､｢日本の国際法受容とその素地｣と｢国

際法学の輸入とその理解｣についての記述がされているが､本稿との関連ではこの

部分が肝要である｡ 田中は､ここで吉野､大平､田岡､伊藤などの見解を紹介した

後､西の 『寓国公法狛こ関して､｢自然法論､実定法論いずれの読み方も可能だ｣と

する新しい解釈を提示する｡ 田中は､西の『寓国公法』は､｢総論部分-とくに法源

や､各章の導入部分に力点をおいて読めば自然法論の陰影が濃いと言えようし､具

体的法規に着目すれば実定法の印象が強い｡｣とする｡しかし､｢幕末から明治初年

において､いずれの印象が強かったかといえば前者であろう｡しかも､それは儒教

的概念の転釈を通じて､日本が国際法の存在を ｢比較的にスムーズに｣承認するこ

とを可能ならしめるとともに､万国公法､公法が､国際法本来の領域をはるかには

み出し､公道とか正義といった普遍的価値そのものと等置され､その内実から遊離

した受取られ方をする最大の要因となったであろう｣とする｡ この観点は､自然法
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論と実定法論の両方ともを受け入れる折衷的な解釈ではあるが､どちらかといえば

自然法論に傾いているといえよう｡

このような田中忠の解釈に､明 石 欽 司 が 更に新しい解釈を提示するが､明石欽司

の著作に移る前に､安岡昭男､戸田文明､丸山寅男 や加藤周一､武山真行､小和田

恒の著作を簡単に紹介したい｡

まず､歴史学者の安岡昭男の著作を紹介する必要がある｡安岡は､｢万国公法と明
(51) (52)
治外交｣(1983)､｢日本における万国公法の受容と適用｣(1999)などの論文を通じ

て､｢受容｣の問題を ｢歴史学｣の観点から分析◎整理しているが､二次資料の分析

というよりも､新しい一次資料の発掘とその分析に基づいた事実関係の整理が目立

つ｡まず､1983年の論文は､国際法に関係する主要な事件と､国際法の関係する重
(53)

要人物の国際法認識を調査したものである｡ この論文を発展させた1999年の論文に

は､万国公法の移入過程､オランダ留学生の研究､大学科目上の万国公法､お雇い

外国人などについての記述が追加されているが､特に明治前期における万国公法の

和訳｡著述が見事に整理されている｡安岡は､｢日本における国際法の受容｣問題を

研究する代表的な歴史学者だと言えるであろうが､｢通説｣に関しては､ほとんど触

れられていない｡
(54)

また､1991年の 『日本近代思想大系』シリーズとして､附):開国』(田中彰)ど
(55)

『(5):翻訳の思想』(加藤周一と丸山寅男)がある｡前者には､井上勝生が書いた『万

国公法』の ｢文献解題｣が収められている｡7貢程度の短い文章ではあるが､当時の

ヨーロッパの国際法学界の雰囲気､『南国公法』の内容､そしてこの 『寓国公法』の

日本における初期受容をめぐる学者達の論争 (即ち､大平､田岡らの論争)などが

簡略に整理されている｡後者の本には､ジャこン｡ジャン (張嘉寧)が書いた 『万

国公法』の ｢文献解題｣と､｢『万国公法』成立事 情と瀞訳問題-その中国語訳と和

訳をめぐって-｣というタイトルの論文が収められている｡｢文献解題｣は､原著､

漢訳の移入､和訳の位置づげなどを扱っている4-5貢の文章であるが､後者の論文は､

『万国公法』翻訳以前の国際法認識､マーチンの登場の背景､中国語版 『万国公法』

の翻訳過程､そしてその翻訳上の問題を詳しく分析しているもので､国内外の多く

の学者に引周されている秀作である｡

丸山寅男と加藤周一は､つづいて､1998年､二人の共同研究の結果である 『翻訳
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(56)
と日本の近代』(1998)を出版する｡この本の互Ⅰ‖~『万国公法』をめぐって｣は､『万
国公法銅こ関して二人が対話する形式になっている｡この部分は､｢幕末の二大ベス

トセラーは､何といっても福沢諭吉の 『西洋事情』とホイートン (HenryWheaton.

1785-1848)の 『万国公法』です｡｣という丸山のセリフから始まるが､この文章は

頻繁に引摺されているOこの互Hでは､マーチンの 『万 国 公 法 』 の 翻 訳 上 の 諸 問 題 ､

英語申中国語◎日本語の翻訳の比較分析など､｢翻訳｣のプロセスという観点から東

アジアの『万国公法』受容問題が扱われている｡特に､｢伝統的な言葉の訳｣､｢法意

識の問題｣､｢｢国体｣の瀞訳｣､｢訳せなかったもの｣などは､興味深い内容である｡

彼らのこの研究も､その後､国内外を問わず多くの学者に影響を及ぼしている｡
(57)

一方､武山真行は1992年に､｢唐通事による 『和解万国公法』｣を発表する｡これ

は､長崎で唐通事たちが慶応四年に丁選良の漢訳 『万国公法』を和訳した 『和解万

国公法』(呉碩三郎碩β右十郎訳､平井義十郡校閲並序)を対象としている｡武山に

よれば､この翻訳書は優れた作品であるにもかかわらず､あまり世に知られること

なく埋もれてしまった 『万国公法』である｡しかし､公刊こそされなかったが､手

書の写しが数部作られ､明治初期の外務省と長崎県外務局において､その質の高さ

ゆえに執務資料として外交実務に大いに活用されたという｡この論文は､｢書誌学的｣

アプローチから､『和解万国公法』の長崎本とその翻訳者､そして東京本と所蔵の変

遷について分析を行っている｡

現役ICJ半u事の小和田恒が1999年に発表した論文 "Japan,InternationaHaw･and
(58)

theⅠnternationaiCommunity"は､タイトルの如く､日本国際法の過去｡現在◎未
(59)

来を検討しようとする論文である｡/摘口田は､日本における国際法の受容過程を分

析した上で､日本の国際法学 (JapaneseJur亘spTudenceinlnternationalLaw)が

有している四つの特徴としてScrup混OusbutPassiveObservanceoftheLaw,

Conservatism 主nApproachtoⅠnterriationaiLaw,DominanceofAnalytical

ApproachtotheLaw,PaucityofSociologicalApproachtotheLawを挙げてい

る｡ この論文には､｢通説｣に関して興味深い記述がある｡

小和田によれば､当時の ｢万国公法｣に関しては､一つの説ではなく､異なる三

つの説 (school)が最初から共存していたとする｡第-の説は､｢万国公法｣を西洋

の文明または哲学として理解する立場で､これが多くの知識人に共有された｡第二
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の説は､国際法を国家間の交流のために必要な ｢道具｣(tool)として認識し､可能

な限り吸収しようとする立場である｡そして､第三の説は､同じく国際法を｢道具｣

(tool)として認識するのではあるが､それは強者が弱者を搾取することを正当化す

るためのものであると認識するのであり､そのような認識を持つ代表的な人物が福

沢諭吉であるとする｡ 小和田は､この三つの説が ｢不平等条約の改正｣と ｢横浜家

屋税事件｣(YokohamaHouseTaxCase)を通じて徐々に大きな変化を経験する

ことになるとする｡ ともあれ､当時の日本においては､一つの説ではなく､異なる

いくつかの説が共存したという指摘は､｢通説｣の議論のためにも､有意義な指摘で

あると考えられる｡

最後に､明石欽司の著作を紹介したい｡近年 ｢日本における国際法の受容｣に関

する最も活発な研究を行っている学者はおそらく明石欽司であろう｡明石は､｢日本
(6())

の国際法学 "対外発信''の100年 :欧文著作公刊活動を題材として｣(2001)､｢19世
(61)

紀後半における日本における国際法の受容と日朝関係｣(2002)､"JapaneseÀccep-

tance'oftheEuropeanLawofNations:ABriefHistoryoflnternationaiLawin
(62)

Japanc.18531900"(2004)など多くの業績を上げている｡ 特に､｢日本における

国際法の自然法としての受容｣という ｢通説｣をめぐる論争に対して徹底的な分析

を行うことにより､｢通説｣の主張を批判的に総合しようとしている｡以下､明石の

立場を詳しく見ていくこととする｡
(63)

明石の立場は､2002年の論文にすでに現れている｡明石は､これまでの ｢通説｣

には以下の理由で問題があるとする｡第一に､｢例えば､初代駐日アメリカ領事であ

るハリス (TownsenHarris)の日誌､英国の外交官サトウ (ErnestSatow)の記

録､その他の駐日外交官の日誌 ㊤記録やそれに対する日本側の外交文書の中には､

幕府維新期の外交を担った日本人が､極めて異体的な国際法上の規則についての説

明を欧米外交官にもとめていたことが記述されている｡｣｢つまり､通説が主たる論
点とするような､漠然とした自然法観の中で国際法が認識されていたか否かという

ことは実際には問題とはされておらず､国際法に直面した当時の日本人にとって重

要であったことは､国際法の異体的な実定法規則の理解なのであった｡｣第二に､国

際法の理解に際しての ｢迅速性｣に関しても､｢通説｣には問題がある｡即ち､｢例

えば､1862年9月14日に発生した｢生麦事件｣に際して､英国代表との交渉は､実行
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行為者の所属する薩摩藩ではなく､江戸幕府が行った｡また翌年発生した ｢下関事

件｣においても､外国船舶に対する砲撃を行った長州藩の責任を江戸幕府が負った｡

これらは､何れも実定国際法上の国家の法人格と正統政府の観念を正確に理解 (そ

れもかなり迅速に)していたことを示すものと言えよう｡その他にもこのような理

解とその迅速性を示す記録が残されている｡｣第三に､｢通説｣は､国際法受容にお

ける｢受動性｣という点に対しても問題がある｡即ち､｢ストーンウォール-ジャク

ソン号 (theStonewa鉦Jackson)事件において､天皇政府側は欧米政府に中立義務

の厳格な遵守を求め､その引渡しを防止したというものである｡この事件において

は､日本の為政者達が国際法を理解し､それを積極的に援摺する態度が示されてい

る｡同様に､日本側が欧米に対して国際法上の規則を援用して対抗した例は他にも

見出される｣｡

以上の根拠に基づいて､結論として､｢このような記録を見る限り､通説のいうよ

うな国際法理解 (自然法的観念としての国際法)と受動的態度は疑問視せざるを得

ない｡欧米列強の進出という事態に直面していた国際法受容期の日本の為政者や学

者達にとって､国際法についての抽象的観念に関わる問題はさほど重要ではなかっ

たと考える方が自然だろう｡彼らにとって喫緊の重要事は実定法としての国際法の

具体的諸規則を理解することであり､彼等は実際にそれを行い､積極的にそれらを

活用したという方が､実態のより正しい把握であると言えよう｡｣とする｡

このような立場は､2004年の英語論文により洗練されることになる｡明石はまず､

従来の ｢通説｣の内容を紹介したあと､山本と日岡の論文を取り上げ､前者は証拠
(64)

を提示していないという理由で批判し､後者はあまりにも実定法側に傾いていると

批判する｡その後以下のように自己の立場を展開する｡第-に､Wheatonの外交官

としての長い経験､そしてドイツの歴史法学派の影響により､Wheatonの 『寓国公

法』が実定法主義である点は一般的に認められてきた｡Wheatomの国際法の定義が

多少自然法的性向を持ってはいるものの､国際法の法源の分析方法は､版が新しく

なるに従って実定法主義傾向が強くなっていく｡第二に､『南国公法』は､中国人と

日本人がより容易に理解できるように翻訳されたとしても､翻訳の内容が原著の内

容と本質的に全 く異なるということはありえない｡田岡良一が西の 『寓国公法』に

関して､自然法的性向を否定し､専ら実定法主義であると主張しているが､この見
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解はあまりにも一方に傾いている｡

以上のような根拠に基づいて､明石は､以下のような結論を出している｡まず第

-に､西欧使節との交渉に参加した日本の官僚達は､日本と西洋との関係に適用さ

れる具体的及び実質的規則を得るために尽力するという現実的態度を示した｡第二

に､初期の国際法研究も､やはり規則を理解するという現実的な目的をもって行わ

れた｡第三に､初期の研究は､西洋人の著作の翻訳とその受容という､消極的性格

を持ったものであった0第四に､日本人の学者によって､国際法問題に対する独自

の見解を含む著作の出版が行われたのは1890年代からであり､それは実定法的に行

われた｡第五に､そうすることによって､日本が文明的資格を持ち法を遵守してい

るということを､西欧に示すために出版するという現実的な目標を達成した｡

明石は､最後に以下のような問題を提起する｡ "howisitreasonabiyconceivabie

thatpeoplefacedwithacompletelynovelandurgentsituationcoulddeliberate

anymetaphysicalproblems,suchasthenatureoflawandmethodology?"以上

の内容からみると､明石欽司は､吉野作造｡大平善梧らの主張も､そして田岡良-

の解釈も､自然法論あるいは実定法論にあまりにも極端に偏っているとし､田中忠

のように折衷的立場をとろうとはしているが､田中忠ともまた若干異なる部分があ

るように思われる｡即ち､田中忠が自然法論に近い折衷的立場であったとすれば､

明石の立 場 は実定法論に近い折衷的立場だと思われる｡ いずれにせよ､長期にわた

り続いて きた ｢通説｣をめぐる論争の､最先端に現 在 立つのは明石欽司であり､自

身の新しい解釈を､上述の2004年の論文 (英文)を通じて ｢対外発信｣しているの
(65)

である｡

五､結論 :分析及び評価

｢19世紀日本における国際法の受容｣に関する日本の学者達の研究は､1920年代か

ら本格的に始まり､現在も続いている｡最後に､彼らの研究を､複数の観点から総

括したい｡ここでは､研究者 の 専 攻､研究の主要なテーマ､そして論争となった内

容という観点から総括する｡

まず､このテーマに関 する研 究 に 参 加 した学者達の専攻の観点からみると､以下
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のような変化が見てとれる｡第-に､最初の議論は､1920年代､政治学者の吉野作

造と法学者 (判事)の尾佐竹猛の研究により始まった｡第二に､吉野作造と尾佐竹

猛の研究を国際法学者の大平善槽が承継してから1970年代まではこの間題の研究は

主に国際法学者たちにより行われた｡第三に､1980年代以後にも国際法学者の研究

は相変わらず続いているが､それに加えて歴史学､政治学､そして人文科学などを

専門とする研究者もこの研究に携わるようになり､研究の多様性が増している｡

また､｢19世紀日本における国際法の受容｣に関する日本の学者の研究において､

研究の焦点となったテーマとしては､以下のようなものがある:

-マーチンの 『万国公法』の日本における受容過程 (伝来時期､版本 ｡底本､内容

など)

-マーチンの他の翻訳書の日本における受容過程 (伝来時期､版本 ｡底本､内容な

ど)

-これらの ｢粛訳｣をめぐる問題

-西などオランダ留学生による国際法の受容 (特に､西の 『万国公法』)

-日本の学者たちが直接都訳した国際法の翻訳書

一明治､大正､昭和初期の日本の国際法学者たちの国際法研究

一国際法に関する日本の主な事件 (日清 ｡日露戦争などの戦争を含む)

-日本の外務省などの機関による国際法の受容と援用

-お雇い外国人の役割

一教育機関 (大学)における国際法の講座と講義担当の (外国人 ¢日本人)教授

-日本国際法学会 申協会の創立 ｡発展

一国際法外交雑誌など刊行物､ジャーナルなど

-国際会議､国際組織などにおける日本と国際法

…重要な人物 (官僚 ◎知識人など)の国際法認識の変化

一西洋の様々な 『概念』(主権など)の受容史

最後に､上述したテーマの中で多くの学者から注目を浴び､論争の対象になった

ものは多数あるが､その中でも ｢国際法が自然法として日本へ受容された｣という
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｢通説｣をめぐる論争が最も激しく交わされたといえる｡時間だけみても半世紀を

軽 く越える､長い論争の歴史がある｡ここでもう一度簡略に要約してみると以下の

通 りである｡即ち､最初の仮説は､政治学者の吉野作造による1926年の｢文献解題｣

の中に現れ､これを大平善梧らの国際法学者たちがより論理的なものとし､これが

国内外の多 くの学者に影響を及ぼす｡しかし､1972年に田岡良一がこの仮説の問題

点を真正面から指摘したことで､一部の学者の立場に修正が見られた｡この論争は､

田中忠 ◎明石欽司の研究により､双方の立場が批判的に総合される形で､折衷的な

新しい観点が控示されるにいたる｡

*本稿執筆のための研究は､私が2004年3月から2007年2月までの3年間在職した九州大学

法学研究院においてその大部分が行われた｡特に､科所の支援で｢19世紀東アジアにお

ける国際法の受容と牽夷秩序との相克｣(代表 :柳原正治教授)という共同研究に参加

させていただいたことで､中国と韓国へ出入りしながら多くの資料を収集し､それを分

析するという貴重な機会を頂いた｡この場を借りて､九州大学法学研究院の皆様に心か

ら深い感謝の意を伝えたい｡また､本論文の準備過程において､九州大学法学府博士後

期課程の西嶋美智子さんに至大な助力を頂いた｡彼女の努力なしには､この論文を完成

させることは不可能であっただろう｡この場を借りて､心より感謝の意を表したい｡

(1) ｢19世紀東アジアにおける国際法の受容｣というテーマは､｢華夷秩序｣との｢衝突｣

または｢相克｣を前提としているものである｡従って､｢東アジア｣､｢国際法｣､｢受容｣､

｢牽夷秩序｣､そして ｢相克｣などの概念をいかに定義するかによってその範囲は果て

しなく広がっていくのであろう｡この｢受容｣は現在でも続いているとみる学者もいる｡

(2) 例えば､EricYong-JoongLee,"EarlyDevelopmentofModernlnternational

LawinEastAsia-WithSpecialReferencetoChina,JapanandKorea",Journal

oftheHz.sto73)OfIntern,ationalLaw,Voi.4(2002).

(3) 例えば､横田喜三郎､｢わが国における国際法の研究｣､『東京帝国大学学術大観｡

法学部経済学部』(昭和17年)､高野雄一､"王nternationalLaw-Developmentofits

ResearchinJapanJ',TheJapanScienceReview;Lam)andPolitics,No.4(1953),
(4) 例えば､JohnPeterStern,TheJai)aneseJnteゆreiationofthe"LawofNail.ons",

1854-1874,PrincetonUniversityPress(1979).LydiaH.Liu,"Legislatingthe

Universal:TheCirculationofⅠnternationaiLawintheNineteenthCentury",in

Lydia盟.LiuedリTokensofExchange:TheProblem ofTranslationinGlobal

CiylCulatz'ons,DukeUniversityPress(1999).良.P.Anand,"Japanandinternational
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LawinHistoricalPerspective",inNisukeAndoedリJai)anandZniemationalLaw:

Past,PresentandFuture,KluwerLawInternational(1999).良.P.Anand,"Family

of'Civilized'StatesandJapan:AStoryofHumiliation,Assimiliation,Defiance

andConfrontation",JoumaloftheHisto73,0fZnternatioalLaw,Vol.5(2003).

(5) 例えば､佐藤慎一､｢"文明"と"万国公法":近代中国における国際法受容の-側
面｣『国際政治思想と対外認識』(祖川武夫編､1977年)｡佐藤慎一､｢鄭観応について-"万

国公法"と "商戦"｣(一 〇二 ｡三)､東北大学法学会 『法学』第47巻4号 (1983年)､第

48奄4号 (1984年)､第49巻2号 (1985年)｡川島真､｢中国における万国公法の受容と適

用 :"朝貢と条約"をめぐる研究動向と問題提起｣『東アジア近代史』第2号 (1999年)｡

川島真､｢中国における万国公法の受容と通用｡再考｣『東アジア近代史』第3号 (2000

年)｡茂木敏夫､｢中国における近代国際法の受容 :"朝貢と条約の並存"の諸相｣『東
アジア近代史』第3号 (2000年)｡柳在坤,｢19世紀日本の万国公法の受容と認識｣『尋司1
叫卑狙3互(1997).柳泰時,｢近代日本の万国公法の受容と認識｣『ゼ昔OJ昔卑卑善書』

2瓦 (2001).707･骨矛 (カン｡サンキュウ),｢近代日本の 『万国公法』受容に関する研究｣

『召せ学報』87互 (1999).

(6) 例えば､張嘉寧 (ジャこン｡ジャン)､｢『万国公法』成立事情と翻訳問題-その中

国語訳と和訳をめぐって-｣､加藤周一｡丸山真男､『翻訳と日本の近代』(岩波新書､

1998年)0

張嘉寧 (ジャこン｡ジャン)､｢万国公法｣､加藤周一｡丸山寅男､『翻訳と日本の近代』

(岩波新書､1998年)｡趨景達､｢朝鮮近代のナショナリズムと東アジア :初期開花派の

"万国公法"観を中心に｣､『中国 :社会と文化』第44号 (1989年)｡勿論､｢19世紀東ア

ジアおける国際法の受容｣を理解するためには､彼らの著作は非常に重要なものであ

る0本論文でこれらの著作を扱うことができないのは､勿論すべて私の能力不足のゆえ

である｡

(7) 以下では､日本､中国､韓国の順番で､｢19世紀東アジアにおける国際法の受容｣

に関する各国の学者達の研究動向を追跡するが､その前に､一つ､お断わりしておきた

いことがある｡即ち､本稿では相当数多くの著作を対象にしている｡従って､意識的に

注意をしていても､それらの著作の一部だけを過小または過大評価をすることにより､

当該著作に相応しくない評価を与えたり､または､内容が歪曲されたりする可能性があ

りうると思われる｡疑わしい部分があれば､必ず原著を参照されたい｡

(8) 例えば､高橋作衛は1900年代前半期にすでに以下のようないくつかの論文を出版

している｡高橋作衛､｢日本における国際法の進歩｣､『国際法外交雑誌』第3巻2号(1904

年)｡高橋作衛､｢明治時代に於ける国際法研究の発達(1ト(5)｣､『法学協会雑誌』第30奄

第10号､11号､12号､第31奄第4号､5号(1912-13年)｡特に､後者の論文では､普備戦

争の際に於ける本邦局外中立法規の研究､白露奴隷船 ｢マリャ･)レ-ヅ｣号事件､清備
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事件の際に於ける局外中立法の研究､条約改正と国際法研究の進歩などに関して分析

を行っている｡

(9) 大平善槽､｢国際法学の継受｣､『拓殖大学論集』第7奄第1号 (1936年)｡

(10) 吉野作造､｢明治初期政治学関係文献概目上 『国家学会雑誌』第39奄12号(1925年)｡

(ll) 吉野作造､｢明治初期政治学関係文献解題(-)｣､『国家学会雑誌』第40巻4号 (1926

年)0

(12) 従って､彼は､｢民権自由の要求は其侭の形で英傍米等より輸入されたものだと考

えるようだが､其方の関係は実は比較的に薄いのである｡形而上学的規範の観念が国内

の関係にも亦政府を拘束する先天的原理であるべきの信念を導き､其処に民権自由の

説をきいて周意に之を受け入れる素地が作れたのである｡此の意味において ｢寓国公

法｣が間接的に明治初期の政治思想開発に及ぼした効果は大きい｡是れ本書を政治学関

係の-文献としてあげた所以である｡｣とする｡

(13) 吉野作造､｢我国近代史における政治意識の発生｣､『政治学研究(二)』(岩波書店､

1927年)｡

(14) 尾佐竹猛､｢幕末における国際法｣､『法学志林』16-6､7､8､9(1914年)0

(15) 尾佐竹猛､『維新前後に於ける立憲思想』(文化生活研究会､1925年)0

(16) 尾佐竹猛､『国際法より観たる幕末外交物語』(文化生活研究会版､1926年)0

(17) 尾佐竹猛､『近世日本の国際観念の発達』(共立社､1932年)0

(18) 付録として ｢生麦事件の真相｣､｢小栗上野介の遺物｣､｢幕末における海外使節の

話｣､｢甲鏡艦問題と陸奥宗光｣の四つがある｡この本にはまた文化元年 (1804年)から

明治十四年 (1881年)までの年表が付いている｡さらに､この 『国際法より観たる幕末

外交物語』には第1版と第2版がある｡第2版は昭和5年 (1930年)に出版された｡内容は

初版と全く同じだが､本の一番後ろに｢増補｣という名前で｢徳川幕府と傍蘭西との密

約に就て｣､｢傭人モンブラン新説書｣､そして ｢外交上より観たる江戸城明渡｣が加え
られている｡特に､この第2版の最初の部分には､第1版について立作太郎が『国際法外

交雑誌』に書いた書評が掲載されている｡

(19) 尾佐竹猛の『維新前後に於ける立憲思想』(1925)は9頁に渡る吉野作造の推薦辞か

ら始まるが､これを読めば彼らの関係がある程度把握できると考えられる｡

(20) 大平善槽､｢国際法学の移入と性法論｣､『一橋論叢』第二巻第四号 (1938年)｡

(21) また､｢国際法を最先きに研究し出したものは幕末の外交当局であると言ったが､

この当局の人達は､主として漢学的素養の所持者で｣あったとする｡

(22) 大平善槽､｢三つの開国｣､『現代法学の諸問題』(致草書房､1952年)｡

(23) 大平善倍､｢日本の国際法の受容｣､『商学討究』第4宥第3号 (1953年)0

(24) 信夫淳平､｢我国に於ける戦時国際法の発達｣､『国際法外交雑誌』第四二巻第-早

(1943年)0
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(25) Shinobu,Junpei,"VicissitudesoflnternationalLawintheModernHistoryof

Japan", 『国際法外交雑誌』第50巻第2号 (1951年)0

(26) 彼は､｢その頃､我が政府当局者の理解したる国際法なるものは､国際法といふ法

律としてよりは､単に世界の正義公道といふ意義に解されたやうである｡｣､｢『国際法原
理』には､(略)事実自然法派の論素が多分に含まれてある｣､｢『公法会通』にも､国際

法を自然法として結び付けて説いてある｡西の訳本にも､自然法が国際法の基本である

と記されてある｡開国当時より明治維新にかけて我が政府当局者は､これなどの諸説特

に 『寓国公法』を読み､成程と額き､さては国際法とは世界の公議大道､天地の義法､

別語にて云えば正義公道なるものを論述するものと解したのは怪しむぺくもない｡｣と

している｡

(27) KuriyamaShigeTu,"HistoricalAspectsoftheProgressoflnternationalLaw

inJapan",TheJapaneseAnnualofInternationalLaw.No.Hl957).

(28) OtsukaHirohiko,"Japan'sEarlyEncounterwiththeConceptofthèLawof

Nations"',TheJai)aneseAnnualofInternationalLaw,No.13(1969).

(29) 筒井若水｡広部和也､｢国際法｣､『ジュリスト学説100年史』ジュリスト第400号(1968

年)｡第二次世界大戦を基準としてそれ以前は広部和也が､それ以後は筒井若水が担当

した｡

(30) この論文は､全体的に横田喜三郎 (昭和17年)と高野雄一 (1953､1962)の諸論文

を参照したという｡しかし､明治初期までは尾佐竹猛の諸著作を参照している｡

(31) 住吉良人､｢西欧国際法学の日本への移入とその展開｣『法律論賛』第42巻第4申5｡
6合併号 (1969年)0

(32) 住吉良人､｢HenryWheaton,ElementsofinternationalLaw,1836.丁轟良(W.

A.0.Martin)万国公法一巻 (同治三年､1864)､爪生三貴 @交道起源一名万国公法全

書-早 (慶応四年､1867)｣､『法律論草』第44巻2｡3合併号 (1970年)0

(33) 住吉良人､｢明治初期における国際法の導入｣『国際法外交雑誌』第71巻第5｡6合併

号 (1973年)0

(34) ItoFujio,"OneHuridredYearsofhternationalLawStudiesinJapan",The

JapaneseAnnualofInternationalLaw,No.13(1969).

(35) 伊藤不二男､｢近代日本法思想史 :国際法｣､『近代日本法思想史大系第7巻』(1979

年)0

(36) もうーっ興味深い部分は､当時の日本人は､ヨーロッパとは異なる哲学的背景を有

していたために､ヨーロッパの自然法をよく理解できなかったという部分であるが､こ

れも従来の｢通説｣とは異なるところであろう｡しかし､彼によれば､この『寓国公法』

の内容を十分に理解できなかったために､当時の日本人はこれを儒教の天道のように

理解したとする｡そうすると､結局､当時の日本人は､マーチンの『帝国公法』からは
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実定主義の内容を､西の『寓国公法』からは自然法の内容を､各々受容したという結果

になるのではないだろうか｡

(37) 田岡良一､｢西周助 "万国公法"｣『国際法外交雑誌』第71巻第1号 (1972年)｡

(38) この1973年の論文は､｢前提とすべき問題について｣､｢万国公法に関する文献の移

入｣､｢慶応四年の出版本について｣､｢明治初期における翻訳､注釈本｣､｢その他の関連

する書物｣､そして ｢丁楚良と性法の導入について｣からなっている｡

(39) 伊藤は､自身が引用する田岡教授の著作を以下のように紹介している｡1972年の論

文は本論文と重なるが､そのままここに載せておく｡｢(-)田岡良一､｢西周助 『万国

公法』｣国際法外交雑誌第七一巻第1号 (一九七二年)一一五七貫､(二)田岡良一､｢西

周助 『万国公法』のことなど｣学士会会報第七一五号 (一九七二年)四一八貢､(≡)

田岡良一､『改訂増補､国際法学大綱』上巻 (厳松堂書店､一九四三年)八七貢､(四)

田岡良一､『戦争法の基本問題』(岩波書店､一九四四年)一三三一一三四貢註 (二)｡｣

(40) -又正雄､｢明治及び大正初期における日本国際法学の形成と発展 :前史と繁明

期｣『国際法外交雑誌』第71巻第5｡6合併号 (1973年)｡
(41) 一文正雄､『日本の国際法学を築いた人々』(日本国際問題研究所､1973年)｡

(42) 国際法学会の活動と関連事業として､月例会合､国際法協会日本支部の創立､国際

連盟協会設立の支援､グローチウス名著出版三百年記念懸賞論文の募集､国際法法典編

纂研究委員会などを挙げている｡

(43) そして､この著作には､重要事件､学会､国際法学者 (含､関係者)､主要著作の

出版を基準にしてまとめた関係年表 (1878-1926年)､そして付表 (1927弓972年)が添

付されている｡

(44) 粕谷進､｢日本の開国と国際法｣､『経済集志』44-3､4(1974年)0

(45) 松井芳郎､｢近代日本と国際法 (上)(下)｣､『(季刊)科学と思想』第13号､第14号
(1974年)0

(46) 例えば､粕谷進の論文には､｢開国にあたり国際法に接触した幕府の役人は､いく

らかでも国際法を認識し受容する素地ができていた｡実際にも幕府の役人は､国際法を

｢天地之道｣または ｢宇内之公道｣と直感し､儒教の ｢天道｣を連想している｡｣とい

う記述があり､そして松井芳郎の論文には､幕末の日本にとって､｢南国公法｣は､せ

いぜいのところ｢一組の形而上学的規範､あるいは人類の正義と公正の諸原則｣にすぎ

なかったといえよう｡｣などという記述が出てくる｡

(47) 香西茂､｢幕末開国期における国際法の導入｣『法学論寮』第97巻第5号 (1975年)0
(48)OnumaYasuaki,"̀JapaneselnternationalLaw'inthePrewarPeriod:Per-

spectivesontheTeachingandResearchofInternationalLawinPrewarJapan",

TIwJapaneseAnnualofInternationalLam).No.29(1986).

(49) これに関しては､OnumaYasuaki,"WhenwastheLawoflnternationalSociety
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BornトAnlnquiryoftheHistoryofinternationalLawfromanⅠntercivilizational

Perspective"JournaloftheHist0秒OfZniemaiionalLaw,Vol.2(2000).

(50) 田中忠､｢我が国における戦争法の受容と実践-幕末､明治期を中心に-｣､『国際

法､国際連合と日本』(弘文堂､1987年)｡

(51) 安岡昭男､｢万国公法と明治外交｣､『明治前期大陸政策史の研究』(1998年､初出は

1983年 『政治経済史学』200号)｡

(52) 安岡昭男､｢日本における万国公法の受容と適用｣『東アジア近代史』第2号 (1999
年)0

(53) この1983年の論文は､国際法が関わっていた主な事件と重要人物の国際法に対す

る認識を調べたものである｡重要事件としては､神戸事件､列国の局外中立､外国公使

参朝､堺事件､京都事件､徳川家処分､蝦夷地対策を扱っており､後者では日清修交条

規､マリア-ルス号清国苦力解放､清帝謁見問題､台湾出兵､琉球問題､対韓交渉､巨

文鳥事件と李鴻章､日清開戦などを整理している｡また､識者の万国公法観に関しては､

木戸孝允､広沢真臣､岩倉具視､山県有朋と西周､中村正直｡福滞諭吉◎植田枝盛◎小

野梓､陸掲南､脅根俊虎などを取り上げている｡

(54) 田中彰､『日本近代思想大系(1):開国』､(岩波書店､1991年)｡この本には､慶応元

年日本で翻刻された 『寓国公法』(六冊本)を底本として､返点により読み下し文を作

成したものの目次と第一巻第二章が載せられている｡

(55) 加藤周一｡丸山寅男､『日本近代思想大系(15):翻訳の思想』､(岩波書店､1991年)｡

この本には､明治三年出版の､重野安樺の訳した『和訳万国公法』が､英語原文ととも

に載せられている｡

(56) 加藤周一｡丸山寅男､｢"万国公法"をめぐって｣､『翻訳と日本の近代』､(岩波新書､

1998年)0

(57) 武山英行､｢唐通事による『和解万国公法』｣､『近代日本の形成と宗教問題』中央大

学人文科学研究所研究草書9(1992年)0

(58) HisashiOwada,"Japan,internationallawandtheInternationalCommunity",

inNisukeAndoed.,JapanandIntemationalLaw:Past,PresentandFuture,

KluwerLawinternational(1999). これは1997年京都で行われた日本国際法学会100

周年記念国際シンポジウムで行われた彼の報告に基づいたものである｡

(59) 彼は､第二次世界大戦以前までの日本における国際法の受容を､"thefirstperiod

ofexposureandabsorption,thesecondperiodofadherenceandapplication,and

thethirdandthelastperiodofrepudiationandrealignment,leadingtowar"に分

類している｡

(60) 明石欽司､｢日本の国際法学"対外発信"の100年 :欧文著作公刊活動を題材として｣

『日本と国際法の100年(1):国際社会の法と政治』､(三省堂､2001年)0
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(61) 明石欽司､｢19世紀後半における日本の国際法受容と日朝関係｣『開港期韓国におけ

る不平等条約の実態と朝鮮｡対韓帝国の対応』KoreaFoundation2001年度共同研究プ

ロジェクト研究成果報告書 (研究代表者 :柳原正治)(2002年)｡

(62) AkashiKinji,"JapaneseÀcceptance'oftheEuropeanLawofNations:A

BriefHistoryofhternationalLawinJapanc.18531900",inStolleis&Yanagi-

haTaeds.,EastAsianandEuropeanPer:sPectivesonZntemationalLaw,NOMOS

Verlagsgesellschaft,Baden-Baden,(2004).

(63) 明石欽司がいう｢通説｣は以下のとおりである｡即ち､｢国際法の観念については､

幕末維新期に国際法 (thelawofnations)に遭遇した日本人 (幕府役人､学者達)は､

それを従来の法意識 (例えば朱子学や国学に基づくもの)と結び付けて解釈し､自然法

的な規範として理解した｡また､国際法に対する態度については､日本は欧米諸国によ

る国際法の通庸の客体にありつづげ､また学問的にも､関連外国文献の輸入と翻訳とい

う作業を専らとし､その意味で受動的態度に終始した｡｣､｢日本における初期の国際法

観念を巡るこのような通説は､更に､次のような事情によって補強される｡即ち､1862

年 (文久2)年に派遣された幕府派遣オランダ留学生の一人で1865(慶応1)年に帰国し

た西周助 (周)が､ライデン大学教授SimonVisseringによって行われた二カ年余にわ

たる講義 (Natuurregt｢性法之学｣(法哲学)oVoikenregt｢万国公法之学｣(国際公法

学いStaatsregt｢巨星法之学｣(国法学)OStaatShuishoudkunde｢制産之学｣(経溶学)o

Statistiek｢政表之学｣(統計学)の五科)を筆記したノートの中からVoikenregtの部

分を翻訳したものが1868年 (慶応4年)に 『南国公法』として公刊され､この著書が自

然法論に基づくものと評価されたために､当時の日本人は国際法を自然法として理解

したという通説が生み出されることになるというのである｡｣

(64) Yamamotoclaimsthat"[t]ostartwith,averypragmaticapproachwastaken

duringthegerminalstagefrom1854toaroud1900"andJapaneseinternational

lawyers"firstintensivelytranslatedandimportedthepositivistmethodology,

whichthenwasthemainstreamintheinternationallawofthewesternworld".

この論文は､SojiYamamoto,"JapaneseApproachesandAttitudestowardsⅠnter-

nationalLaw",TheJapaneseAnnualofInternationalLaw,No.34(1991),p.118.
しかし､この文章の後ろには儒教についての以下のような記述がある｡"Toanswera

questionwhythelawsofwesternorlglnCOuidbesouniversalastobeapplicable

toJapan,theyinvokedeventheideaof̀universaltruthamongallpeopies',which

istheproductofConfucianism".

(65) その他にも､2000年代に入ってから発表された､｢日本の国際法の受容｣の理解を

深める著作がいくつかある｡例えば､『東アジア近代史』を中心として行われた ｢東ア

ジアにおける国際法の受容｣のテーマのもとでいくつかの論文が発表された｡前記した
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安岡昭男以外にも､野津基碁の｢日本における近代国際法の受容と適用 :高橋作衛と近

代国際法｣(2000年)､伊藤信哉の｢19世紀後半の日本における近代国際法の適用事例 :

神戸税関事件とスエレス事件｣(2000年)､塚本考の｢日本の領域確定における近代国際

法の適用事例 :先占法理と竹島の領土編入を中心に｣(2000年)などがある｡また､坂

元茂樹の｢明治38年の光と影 :日本における条約法研究の軌跡｣『日本と国際法の100年
(1):国際社会の法と政治飢 (三省堂､2001年)､柳原正治の｢主権平等と保護国J'有賀｡

立保護国論争"を中心として｣『開港期韓国における不平等条約の実態と朝鮮や対韓帝
国の対応』KoreaFoundation2001年度共同研究プロジェクト研究成果報告書(研究代

表者 :柳原正治)(2002年)もある｡最後に､戸田文明の ｢幕末洋学者の国際認識一撃

酒杯述血西周訳 『万国公法』を中心に-｣､『日本洋学史の研究』Ⅹ (有坂隆道編)(1991

年)は､特に西の 『万国公法』を理解するためには重要であると考えられるが､真に残

念ながら､私はまだ手に入れることができていない｡
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